
民

間

二

九

一

張

勲

復

府

運

動

に

参

加

し

た

後

、

実
上
政
界
を
引
退
し
た
摂
有
為
(
一
八
五
八
!
一
九
二
七
)
は
、
時

代
に
取
り
残
さ
れ
た
怪
物
と
し
て
そ
の
晩
年
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
只
世
俗
を
避
け
、
隠
遁
生
活
を
送
る
事
に
甘
ん
じ
た
訳
で

(
1〉

は
な
か
っ
た
。
こ
の
年
、
ア
メ
リ
カ
公
使
館
美
森
院
に
於
い
て
記
述

さ
れ
た
円
高
木
草
堂
磁
器
一
民
自
』
(
以
下
『
蔵
画
自
』
と
略
す
)
は
、

広
汎
な
著
述
活
動
に
於
け
る
唯
一
の
絵
画
論
考
で
あ
り
、
翌
民
国
七

(
2
)
 

年
上
海
の
一
長
輿
書
局
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
康
有
為
は
、
中
国
絵

画
、
特
に
清
朝
の
そ
れ
を
「
極
度
に
表
敗
し
た
」
(
『
蔵
画
自
』
「
図

朝
霊
」
)
も
の
と
評
し
、
宋
国
へ
の
復
古
を
提
唱
し
て
、
中
国
商
壇

混
迷
の
現
況
を
救
済
す
べ
き
と
の
論
を
展
開
し
た
。
こ
う
し
た
中
国

へ
の
は
、
如
何
な
る
契
機
を
経
て
形
成
さ
れ
、
又
、
如
何

つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

に
一
九
一
七
年
の
康
有
為
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、

/よ

る本
稿
で
は
、

康
有
為
の
絵
画
論

は
じ
め
に

平

野

1亨
/二::;/"

幸司

中
国
伝
統
芸
術
を
論
ず
る
に
至
っ
た
背
景
を
探
り
、

位
置
付
け
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

そ
の
絵
画
論
の

『
蔵
菌
自
』
の
撰
成
と
内
容

『
蔵
回
目
」
一
は
、

三
目
、

七
回
、
「
五
代
霊
」
四
目
、
「
南
唐
霊
」

回
目
、
「
後
越
輩
出
一
」
一
目
、
「
宋
霊
」
七
十
六
自
、

一
一
目
、
一
型
兵
一
五
十
三
田
、
「
明
霊
」
百
一
話
、
「
図
朝
一
室
」

百
三
十
二
目
、
合
計
三
百
八
十
三
自
の
収
蔵
函
に
基
づ
い
て
構
成
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
収
蔵
函
は
時
代
順
に
配
列
さ
れ
、
各
自
に

は
、
画
家
名
、
問
題
、
形
式
(
巻
、
冊
、
嬬
等
)
、
質
地
(
仰
柄
本
、

紙
本
等
)
を
録
し
、
あ
る
も
の
に
は
品
第
(
神
品
、
妙
口
問
、
精
品

等
)
が
付
さ
れ
、
あ
る
も
の
に
は
:
寸
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
収
蔵
の
記
録
に
前
後
し
て
、
中
国
絵
画
に
関
す
る
総
論
、
各
論

、
が
随
所
に
加
え
ら
れ
、
一
一
蔵
百
一
自
町
一
一
と
は
一
一
一
一
口
え
、
全
体
と
し
て
は
実

に
多
彩
な
側
面
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

後
記
に
『
蔵
盛
田
」
一
作
成
の
し
て
、

( 39 ) 



戊
成
抄
、
夜
、
藩
殺
既
意
。
中
外
環
波
後
、
捜
得
敏
美
各
協
及
突

版
波
斯
印
度
髪
数
百
、
中
留
農
宋
元
明
以
来
堂
島
亦
数
百
。
有
極
愛

者
、
忠
之
銃
不
可
得
見
。
乃
郵
萱
自
来
、
関
戸
端
居
之
限
、
乃
寓

所
蔵
自
銭
。

戊
戊
の
政
変
の
折
、
出
蔵
の
絵
画
は
全
て
没
収
さ
れ
た
が
、
海

外
遊
底
の
後
に
、
欧
米
各
国
及
び
ト
ル
コ
、
ベ
ル
シ
ャ
、
イ
ン
ド

の
函
数
百
、
中
国
唐
宋
一
克
明
以
来
の
臨
も
ま
た
数
百
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
に
は
非
常
に
好
む
も
の
も
あ
る
が
、

こ
れ
を
思
っ
て
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
に
は
、
回
目
を
送

ら
せ
て
、
隠
棲
す
る
い
と
ま
に
所
蔵
自
録
を
書
く
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
依
る
と
、
三
百
八
十
三
品
に
及
ぶ
収
蔵

の
記
録
は
、
既
に
作
成
さ
れ
て
上
海
の
自
宅
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
復
幹
糾
弾
の
声
が
高
鳴
る
な
か
、
そ
れ
を

避
け
て
ア
メ
リ
カ
公
使
館
内
の
美
森
院
に
身
を
隠
し
た
康
有
為
は
、

上
海
の
自
宅
に
一
反
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
目
録
の
み
を
綴
り
に
『
蔵

面
白
』
の
著
述
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
蔵
酒
田
』
が

持
つ
多
国
性
は
、
こ
う
し
た
記
述
の
あ
り
方
に
も
起
因
し
て
い
る
も

の
と
考
え
一
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
点
も
考
慮
に
入
れ
、
以
下
『
蔵
画
自
』
を
、
収
蔵
函
の

内
容
及
び
絵
画
担
論
の
主
張
と
い
う
こ
つ
の
側
面
か
ら
考
察
し
て
み

-、。

中
L
r
h
U

康
有
為
の
絵
十
回
観

『
蔵
函

gq一
一
は
、
そ
の
収
蔵
傾
向
か
ら
、
康
有
為
の
追
求
し
た
絵

画
美
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
る
絶
好
の
資
料
と
な

る
c

し
か
し
、
既
に
馬
洪
林
氏
が
、
鄭
度
『
雁
宕
題
」
一
、
李
思
訓
コ
戸

雁
』
、
楊
庭
光
『
地
獄
饗
相
関
』
な
ど
と
い
っ
た
唐
画
収
蔵
品
の
画

ハ
3
)

題
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お
う
、
又
、
啓
功
氏
も
、
万
木
草
堂
の
蔵

〈

4
)

口
問
中
、
唐
宋
名
画
の
蒐
集
そ
の
も
の
に
疑
念
を
挟
ん
で
い
る
。
特

に
、
康
有
為
の
絵
画
蒐
集
が
、
海
外
遊
歴
以
後
に
行
わ
れ
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
資
本
主
義
侵
略
寧
の
略
奪
に
甘
ん
じ
た
当
時
の
北
京
、

上
海
、
青
島
な
ど
で
の
蒐
集
品
に
関
し
て
は
、
当
然
そ
の
作
品
の
信

(

5

)

 

渡
性
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
康
有
為
の
鑑
識
限
と
、
収
蔵

品
の
真
偽
に
つ
い
て
考
証
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の

で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
に
論
ず
る
こ
と
と
す
る
が
、
た
だ
、

こ
う
し
た
諸
条
件
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
尚
そ
の
中
に
は
お
の
ず
か

ら
康
有
為
の
絵
画
観
を
探
り
得
る
多
く
の
材
料
が
隠
さ
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
る
。

( 40 ) 

そ
こ
で
、
記
載
さ
れ
る
収
蔵
画
と
、
そ
れ
に
対
す
る
評
備
と
を
概

観
し
て
康
有
為
の
絵
画
観
の
一
端
を
覗
い
て
み
た
い
。

先
ず
、
品
第
が
記
さ
れ
た
収
蔵
一
回
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。
(
尚
、
品
第
の
照
次
に
つ
い
て
は
、
康
有
為
の
蓄
論
『
康
翠
舟



州
問
又
栴
』
の
「
碑
品
」
に
見
え
る
閥
次
に
従
っ
た
。
又
、

品
の
時
代
で
、
筆
者
が
正
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
ル

銭
界
銀
T

『
桃
源
問
』

二
男
秀
奪
山
紘
一
料
品
也
。

越
子
昂
『
秋
林
馳
馬
闘
』

結
束
院
墾
象
形
之
終
、
開
元
山
家
潟
一
奇
心
之
始
。

弘
也
。

制
作
口
印

越
仲
穆
『
人
物
』

e
p
E
e
『
蘇
武
牧
羊
悶
』

曹
知
白
『
超
文
敏
像
』

題
者
如
林
、
精
品
也
。

逸
品

川
起
子
昂
『
高
臥
闘
』

珍
口
問

高
遅
『
馬
』

寓
痩
迫
員
、
珍
口
問
。

し括
ずこ弧
J 内

tま
ずF

(
6
)
 

(
一
冗
一
四
)

(
元
画
)

気
韻
生
動
、
一
利

(
元
岡
)

(
元
画
)

(
元
画
〉

(
元
高
)

こ
れ
ら
は
、
康
有
為
が
自
ら
の
収
蔵
画
三
百
八
十
三
品
の
中
で
最
も

高
い
一
評
価
を
与
え
た
も
の
と
言
え
る
。
神
品
に
挙
げ
る
超
孟
煩
(
一

二
五
四
!
一
三
二
二
、
字
は
子
昂
)
、
銭
選
(
一
二
三
九

i
二二
O

一
、
字
は
舜
挙
)
の
二
家
は
、
一
回
一
(
輿
八
俊
)
に
数
え
ら
れ
た
元
代

屈
指
の
画
家
と
し
て
そ
の
巨
名
を
馳
せ
、
趨
孟
煩
は
、
蓋
其
昌
を
し

て
「
右
丞
(
王
経
〉
、
北
苑
(
輩
源
三
一
家
の
画
法
を
兼
ね
る
」
(
『
容

台
集
』
)
と
ま
で
言
わ
し
め
た
一
冗
代
の
代
表
的
山
水
画
家
で
あ
る
c

康
有
為
は
、
起
↓
車
問
似
を
「
問
問
元
四
家
寓
一
定
之
始
c
f
一
C

元
霊
」
)
と
評

し
、
銭
選
の
『
援
芝
殿
山
切
符
間
』
に
は
、
一
百
花
百
鳥
皆
備
、
・
:
其
着

色
亦
有
今
所
無
者
、
若
所
布
置
色
采
一
柳
態
、
濃
妙
華
深
、
冠
精
後

世
。
」
(
「
宋
霊
」
)
と
ま
で
の
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
又
、
精
口
問

に
挙
げ
る
、
越
難
こ
二
八
九

l
一
三
六

O
?、
字
は
仲
穆
)
は
、

総
孟
瓶
の
長
子
で
あ
り
、
警
知
白
(
一
二
七
二
i

一
三
五
五
)
も
ま

た
、
額
一
五
越
の
影
響
を
受
け
、
促
攻
ら
と
並
び
称
さ
れ
た
著
名
な
函

家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
収
蔵
画
中
に
元
の
回
大
家
な
ど
の
巨
名
も
見

受
け
ら
れ
る
(
王
叔
明
『
山
水
』
巻
、
呉
仲
珪
『
漁
舟
闘
』
執
、
促

雲
林
『
山
水
』
軸
等
)
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
殊
更
紙
}
慨
を
割
い

て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
康
有
為
が
、
総
じ
て
元
代
の
絵
画
を
高
く

(
7
)
 

評
価
し
、
そ
の
標
誌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
絵
画
に
於
け
る

「
気
韻
生
動
」
の
理
念
を
理
想
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
容
易

に
内
競
え
る
の
で
、
あ
る
。

( 41 ) 

元
国
に
対
す
る
こ
う
し
た
評
価
に
注
目
す
れ
ば
、
次
に
明
函
の
収

蔵
状
況
も
気
に
掛
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
康
有
為
が
蔵
し
た
明
画
の

う
ち
、
高
い
一
評
髄
を
記
す
も
の
に
は
、

沈
石
田
『
西
汝
夜
一
宴
圏
』



明
人
題
者
数
十
、
蒼
津
高
古
、
日
民
農
之
有
接
者
。
五
日
石
田
堂
島
甚

多
、
以
此
魚
間
取
。

唐
子
畏
『
仙
女
探
察
関
』

機
厚
精
深
。
始
以
宋
人
筆
、
後
察
知
有
牢
字
唐
寅
乃
定
震
六
如

作。

な
ど
が
あ
り
、
沈
周
(
一
四
二
七
i

一
五

O
九
、
は
石
田
)
、
唐

寅
(
一
四
七

O
!
一
五
二
三
、
字
は
子
畏
、
号
は
六
如
)
は
、
と
も

に
「
呉
門
派
」
の
画
家
と
し
て
文
徴
明
、
仇
英
と
と
も
に
拐
の
四
大

家
に
列
せ
ら
れ
る
代
表
的
明
代
文
人
商
家
の
巨
頭
で
あ
っ
た
。
無

論
、
一
ニ
百
八
十
三
品
か
ら
選
択
さ
れ
た
僅
か
数
品
を
も
っ
て
そ
の
絵

画
観
を
窺
い
尽
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
品
第
や

寸
評
は
、
康
有
為
の
絵
画
志
向
を
最
も
端
的
に
伝
え
る
も
の
で
、
中

国
絵
画
史
に
残
る
酒
家
、
函
派
を
.
順
当
に
配
列
し
た
構
成
は
、
新
派

微
笑
画
家
の
名
を
ほ
と
ん
ど
見
出
し
得
な
い
ほ
ど
文
人
磁
志
向
の
強

い
も
の
で
あ
る
。
呉
派
文
人
画
家
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
元
代
文
人

画
家
に
至
る
一
連
の
絵
画
に
は
概
ね
傾
倒
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

晩
年
、
入
室
の
弟
子
と
な
っ
た
函
家
劉
海
莱
こ
八
九
五

i
)
に
よ

っ
て
過
限
さ
れ
た
『
天
馬
行
空
図
』
が
、
説
的
巻
の
気
に
満
ち
た
文
人

(
8
)
 

回
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
大
い
に
額
け
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

文
人
画
批
判

さ
て
、
こ
う
し
て
康
有
為
の
絵
霞
援
と
い
う
も
の
が
如
何
な
る
傾

向
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
概
観
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、

か
な
り
の
好
事
家
で
も
あ
り
、
中
富
絵
画
へ
の
理
解
、
研
究
に
於
い

て
も
一
家
言
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
を
転

じ
て
そ
の
絵
画
理
論
を
通
読
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
中
国
絵

画
、
殊
に
近
世
以
降
の
そ
れ
へ
の
否
定
的
な
言
辞
が
自
に
付
く
の
で

ふのる。農
有
為
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
自
ら
が
好
ん
で
蒐
一
察
し
た
中
国

近
世
画
に
つ
い
て
、

中
園
近
世
之
室
長
衣
敗
極
怠
〈
、
蓋
由
重
論
之
謬
也
。
詩
正
其
本
、

探
其
始
、
明
其
訓
。

( 42 ) 

中
国
近
世
の
絵
画
は
衰
敗
の
度
が
極
ま
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
こ

れ
は
画
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
誤
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
根

本
を
正
し
、
そ
の
始
め
を
探
り
、
そ
の
教
え
を
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
絵
画
理
論
著
述
の
目
的
を
四
例
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
述
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
康
有
為
が
中
国
「
近
位
」
函
を
表
敗
し
た
も
の
と

認
識
す
る
に
至
っ
た
の
江
、
一
，
‘
趨
朝
堂
島
」
に
論
及
し
た
次
の
一
節
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
当
時
の
(
宿
三
一
小
か
ら
民
間
初
)
中
国

絵
画
の
状
況
が
、
そ
の
直
接
的
引
金
に
な
っ
た
為
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
即
ち
、



至
国
初
荷
表
弊
極
突
。
室
止
衰
弊
、
歪
今
都
邑
無

其
選
総
二
三
名
宿
、
率
潟
山
王
二
石
之
糟
粕
、
枯
詐
一
十

味
向
明
蝋
、
最
復
能
博
後
、
以
輿
今
歓
美
日
本
競
勝
哉
c

は
、
国
初
に
至
っ
て
表
敗
の
度
が
板
に
達
し
た
が
、

に
表
敗
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ふ
ー
で
は
民
間
に
も
函
人
ら

し
い
存
在
を
聞
か
な
い
。
そ
の
逃
余
の
二
三
の
名
士
と
一
一
一
口
わ
れ
る

人
々
で
あ
っ
て
も
、
四
王
、
二
石
の
糟
粕
を
幕
写
し
て
、
筆
法
は

乱
れ
、
燐
を
悩
む
の
と
同
じ
よ
う
に
味
わ
い
が
な
い
。
こ
ん
な
こ

と
で
は
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
も
ど
う
し
て
欧
米
、
日
本
に
勝
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
い
っ
た
、
は
初
四
王
以
降
の
形
核
化
し
た
中
国
国
へ
の
懐
疑
で
あ

る
。
四
王
と
は
一
一
ん
凶
家
を
崇
拝
し
、
古
人
の
画
法
を
事
す
る
こ
と
を

宗
と
し
た
王
時
敏
こ
五
九
二

i
一
六
八

O
)、
王
監
(
一
五
九
八

l

一
六
七
七
)
、
王
翠
(
一
六
三
二
i

一
七
一
七
)
、
王
原
郡
(
一
六

回
二
i

一
七
一
五
)
の
所
謂
円
四
王
“
派
山
水
画
家
の
祖
で
あ
る
。

こ

の

一

派

は

、

か

ら

清

末

に

至

る

ま

で

影

を

残

し

た

が
、
円
四
玉
川
の
く
り
返
す
だ
け
の
そ
の
画
法
は
、
高
い
)
評

価
を
得
た
と
は
一
一
一
一
口
い
難
い
。
又
、
二
石
と
は
、
円
四
王
“
と
異
な
り
、

伝
統
絵
画
を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
革
新
的
画
風
を
創
造
し
た
石
漆

(
一
六
回

O
l
一
七
一
八
?
)
、
石
渓
(
一
六
二
一
F
i
l
o
;
〉
ら
明
朝
遺

の
画
家
で
あ
る
。
康
有
為
は
、
こ
う
し
た
「
近
世
」
画
史
の
末
流

に
対
し
て
、
そ
の
問
題
の
解
決
策
を
円
二
石
“
や
円
四
一
王
“
派
絵
画

の
分
析
に
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
何
よ
り
も
先
ず
、
そ
れ
が
一
間
論
に

よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
絵
画
表
敗
に
先
行
す
る
函
論
が
如
何
な
る
も
の

で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。

惟
中
関
近
世
以
締
入
室
、
自
王
維
作
一
位
、
才
一
袈
芭
蕉
始
、
後
人
誤
尋

J

ノ~。(三別一一一一口一)

思
う
に
中
国
近
世
の
絵
画
が
禅
の
精
神
を
取
り
入
れ
た
の
は
、

王
維
が
雪
中
に
芭
蕉
を
描
い
た
の
に
始
ま
っ
て
、
後
の
人
が
こ
れ

っ

て

に

ほ

か

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

Iv 
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又、

自
東
波
謬
渡
高
論
、
以
群
口
問
骨
一
止
、
謂
作
帯
一
一
旦
必
須
似
、
見
輿
克
一
室

隣
、
別
萱
馬
必
須
在
牝
牡
醸
黄
之
外
。
子
走
一
克
四
家
大
療
雲
林
叔

明
仲
圭
出
、
以
其
高
士
逸
筆
大
渡
海
一
意
之
論
、
一
向
攻
院
鐙
、
尤
攻

界
室
、
遠
組
剤
関
輩
豆
、
近
取
純
一
日
間
郎
華
原
、
霊
掃
漠
菅
六
朝
麿
一
宋

之
中
一
一
息
、
市
以
完
胸
中
郎
愛
信
用
向
。
子
是
明
清
従
之
、
爾
来
論
宣
之

書
、
皆
篤
寓
一
意
之
設
、
擦
問
寓
形
、
界
蓋
斥
魚
匠
龍
、
義
富
同

室
、
奴
駁
論
日
。
(
「
元
重
」
)

蘇
東
坂
の
誤
っ
た
高
論
が
、
禅
の
方
法
に
よ
っ
て
画
を
品
第
し

て
以
来
、
国
を
作
る
に
は
必
ず
似
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
の
は
、
児
童
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
、
つ
ま
り
、



も
牝
か
雄
か
、
一
環
か
寅
か
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
元
西
家
黄
公
望
(
大
疲
)
、

侃
礎
(
雲
林
)
、
王
蒙
(
叔
明
)
、
呉
鎮
(
仲
圭
)
が
出
て
、
そ
の

高
士
と
逸
筆
と
を
も
っ
て
大
い
に
写
意
の
論
を
発
し
て
、
院
体
を

攻
撃
し
、
特
に
界
函
を
攻
撃
し
て
、
遠
く
は
荊
浩
、
関
問
、
董
源
、

巨
然
を
祖
と
し
、
近
く
は
李
成
(
営
郎
)
、
花
支
(
華
原
)
を
取

っ
た
。
そ
の
結
果
、
漢
音
六
朝
唐
宋
の
画
風
は
掃
わ
れ
、
そ
し
て

心
象
風
景
を
写
し
た
も
の
を
尊
ぶ
と
い
う
よ
う
に
変
じ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
明
清
は
こ
れ
に
従
い
、
磁
来
画
を
論
じ
る
警
は
皆

写
意
の
説
を
な
し
、
写
形
を
責
め
斥
け
て
、
界
函
を
一
怪
体
と
し
て

斥
け
、
多
く
の
無
知
が
室
を
同
じ
く
し
て
か
ま
び
す
し
く
論
じ
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
、
「
雪
袈
芭
蕉
」
(
沈
括
『
夢
渓
筆
談
』
)
、
「
以
禅
品
臨
」

(
黄
山
谷
『
題
越
公
祐
函
』
)
、
「
胸
中
郎
忽
一
」
(
黄
山
谷
『
題
子
機
枯

木
b
)

な
ど
の
術
一
誌
が
、
中
国
絵
画
に
於
け
る
文
人
画
理
論
の
根
幹

を
成
す
理
念
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。

文
人
画
と
は
、
「
形
」
に
囚
わ
れ
な
い
、
内
在
的
生
命
、
精
神
の

椛
動
を
表
現
す
る
こ
と
に
優
れ
た
芸
術
性
を
認
め
る
も
の
で
、
康
有

為
自
身
も
引
用
す
る
蘇
茨
城
の
「
論
画
以
形
似
、
見
与
児
童
隣
」

(
形
似
に
よ
っ
て
画
を
論
ず
る
の
は
児
童
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る

主
簿
一
附
設
折
校
ち
と
い
っ
た
主
張
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
宋
代
に
於
い
て
な
さ
れ
た
、
単
純
な
「
形
似
」
へ
の
一
大
反
動

が
そ
の
理
論
的
萌
芽
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
元
代
に
至
っ
て
「
写

音
ご
が
更
に
尊
重
さ
れ
、
後
に
、
拐
の
莫
是
竜
(
一
五
回

O
O
-
-
一

五
八
七
)
、
董
其
昌
(
一
五
五
五

i
一
六
三
六
)
に
よ
っ
て
、
旦
(
派

文
人
画
家
と
新
派
職
業
画
家
が
明
確
に
分
類
さ
れ
て
絵
画
史
の
中
に

組
み
込
ま
れ
、
こ
の
南
北
二
宗
派
を
基
軸
と
し
た
中
国
絵
画
史
が
、

今
世
紀
に
至
る
ま
で
篤
く
信
奉
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
康
有
為

の
説
明
に
は
、
文
人
画
と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、

実
に
明
快
に
し
て
徹
底
し
た
文
人
画
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
誤
謬
し

た
絵
画
史
を
導
い
た
画
論
の
罪
を
、
文
人
画
論
の
祖
で
あ
る
王
維
、

な
い
し
は
、
そ
の
唱
道
者
た
る
蘇
東
坂
に
回
附
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
正
す
べ
き
函
論
と
い
う
も
の
の
性
質
に
対
し
て
明

確
な
限
定
が
な
さ
れ
れ
ば
、
当
然
、
絵
画
理
論
著
述
の
目
的
、
即
ち

文
人
画
論
に
代
わ
っ
て
中
国
絵
画
の
根
本
を
正
す
こ
と
の
で
き
る
理

論
の
方
向
性
が
明
確
に
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
点
に
な
る
と
康
有
為
の
回
答
は
ど
う
に
も
要
領
を
得
な

、。
、し
v

先
ず
康
有
為
は
、
画
論
の
根
本
と
、
あ
る
べ
き
絵
画
の
姿
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
説
き
起
こ
す
。

繭

雅

設

文

鯵

也

。

名

霊

一

也
。
警
務
一
彰
施
五
采
作
婚
。
論
一
一
一
叩
絡
事
後
素
。
然
別
霊
以
象
形
類



物
、
界
室
着
色
潟
主
、
無
能
少
議
之
。

『
街
雑
』
に
「
回
と
は
形
の
意
で
あ
る
」
、
『
広
雅
』
に
「
函
と

は
類
の
意
で
あ
る
」
、
『
説
文
』
に
「
画
と
は
砂
る
意
で
あ
る
」
、

『
釈
名
』
に
「
闘
は
設
け
る
意
で
あ
る
」
、
『
盟
問
』
に
「
彰
か
に
五

采
を
施
し
絵
を
作
る
」
、
『
論
語
』
に
「
絵
の
事
は
素
よ
り
後
に
す

る
」
と
あ
る
。
し
か
ら
ば
す
な
わ
ち
函
が
、
象
形
・
類
物
・
界

自
・
着
色
を
も
っ
て
主
と
す
る
の
は
少
し
も
議
論
の
余
地
が
な
い

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
『
爾
雅
』
、
『
広
雅
』
、

3
M
文
』
、
『
釈
名
』
な
ど

の
函
の
原
義
に
関
す
る
字
義
解
釈
は
、
も
と
も
と
そ
の
原
典
が
、

『
溺
雅
』
「
線
一
一
一
一
口
!
一
「
整
形
也
。
撃
者
銭
形
象
!
一
、
『
設
文
解
字
』
「
第
三

下
」
「
霊
界
也
。
象
泊
四
界
。
章
所
以
冊
一
一
地
之
。
凡
霊
之
麗
皆
従
輩
。
」
、

吋
料
名
』
「
縦
一
書
契
ー
一
「
萱
娃
也
。
以
五
色
桂
物
象
也
。
」
な
ど
と
す
る

も
の
で
、
も
と
、
法
の
張
彦
速
が
『
歴
代
名
画
記
』
巻
一
「
叙
画
之

涼
流
」
に
於
い
て
、
『
広
雅
』
「
釈
{
詰
」
に
一
一
一
一
口
う
、
「
穀
冊
一
一
且
也
」
を
誤

(
9〉

っ
て
「
炭
粧
云
去
数
也
」
と
し
た
と
さ
れ
る
も
の
や
、
「
設
文
云
霊

妙
也
。
象
出
船
畔
所
以
霊
也
」
と
す
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も

の
で
あ
る
。
民
一
有
為
は
、
「
酒
」
く
と
い
う
こ
と
の
根
源
的
意
味
が
、

「
形
一
、
一
ー
類
」
、
一
修
一
、
一
桂
」
に
あ
る
と
し
た
張
彦
遠
の
解
釈
を
そ

の
ま
、
ま
借
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
3

こ
れ
に
統
く
『
蓄
』
の
引
用

は
、
「
盆
稜
」
に
あ
る
「
以
五
采
彰
施
子
五
色
作
服
」
(
康

ハ
ぬ
)

有
為
は
「
綴
」
を
と
す
る
)
に
依
る
も
の
で
、
こ
れ
は
、
古

代
の
帝
王
舜
が
、
(
宗
廟
の
祭
器
)
の
装
飾
、
服
制
の
制
定
に

於
い
て
、
そ
の
造
形
や
彩
色
を
重
視
し
た
と
す
る
伝
説
で
、
王
室
を

顕
彰
し
、
身
分
秩
序
を
整
え
礼
を
行
う
為
の
手
段
と
し
て
、
絵
画
の

効
用
が
重
視
さ
れ
た
事
の
例
証
。
更
に
、
雲
間
一
部
巴
八
伶
篇
の
こ
の

部
分
は
、
コ
討
経
』
「
衛
問
問
、
碩
人
」
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
孔
子
が

〈

孔

〉

示
唆
し
た
古
代
絵
画
の
制
作
方
法
「
絡
事
後
素
」
(
絵
の
事
は
素
よ

り
後
に
す
る
〉
が
、
人
に
於
け
る
礼
の
あ
り
方
と
共
通
す
る
事
を
察

し
た
子
衰
の
回
答
に
関
す
る
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
画
に
お
け

る
「
形
」
と
、
古
代
社
会
に
お
け
る
「
礼
」
と
の
関
係
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
函
と
い
う
も
の
が
、
元
来
「
界
画
!
一
、
「
着
色
」
と
い

う
技
法
を
有
し
、
写
場
一
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
論
的

に
一
裏
付
け
る
為
、
儒
家
の
経
典
を
引
用
し
て
強
調
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
人
商
論
の
中
核
を
成
す
「
写
意
」
の
対
極
と

し
て
「
写
形
」
の
重
要
性
を
再
提
言
す
る
こ
と
は
、
中
国
絵
画
史
の

争
点
を
笑
に
端
的
に
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
康
有
為
は
、
こ
う

し
た
張
彦
遠
理
解
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
、
画
の
原
義
、
古
代
絵
画

に
関
わ
る
認
識
の
み
を
も
っ
て
、
こ
の
「
近
世
」
画
表
散
を
救
済
し

よ
う
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
形
」
の
重
視
が
、
古
代
絵

画
の
復
活
や
、
社
会
と
'
絵
画
の
関
係
の
再
確
認
の
た
め
に
の
み
主
張

さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
次
の
一
節
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
、
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絵
画
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
回
答
を
更
に
明
確
に
導
い
て
い
る
。

若
夫
博
一
仰
向
堵
、
象
形
之
治
山
内
一
広
務
、
非
取
一
科
部
可
棄
形
、
更

非
潟
脅
中
部
可
忘
形
也
。
協
賢
一
日
間
凶
作
皆
問
、
故
今
歓
美
之
撃
混
(
六

制
法
宋
之
法
問
。

そ
も
そ
も
顧
償
之
が
こ
の
中
に
神
を
伝
え
る
、
象
形
の
迫
肖

《
に
迫
る
)
な
ど
と
言
う
の
は
、
神
を
取
る
の
が
形
を
棄
て
て

よ
い
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
更
に
、
意
を
写
す
の
が
形

を
忘
れ
て
よ
い
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
百
閣
の
作
題
法
を
観
る
に
比
向
こ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ハ
ゆ

え
に
、
欧
米
の
絵
画
と
六
朝
窟
宋
題
の
法
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
え
る
「
伝
神
」
ハ
精
神
を
伝
え
る
)
或
い
は
「
神
」
が
「
形
」

を
い
無
視
し
て
表
現
出
来
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
認
識
は
、
既
に
宋

代
の
絵
画
理
論
に
も
見
ら
れ
た
「
形
神
」
の
問
題
を
反
映
し
た
も
の

で
、
例
え
ば
、
蘇
東
城
の
「
形
似
」
批
判
も
、
突
は
「
形
」
の
み
に

満
足
す
る
こ
と
を
肯
定
し
な
か
っ
た
だ
け
で
、
む
し
ろ
「
神
似
」
の

追
求
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
形
」
に
よ
る
「
神
」
の
表
現
と

い
う
こ
と
が
、
文
人
街
理
論
に
と
っ
て
も
大
い
に
有
益
な
認
識
で
あ

っ
た
こ
と
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。
輩
其
昌
が
、
「
よ
く
着
れ
ば
、
自

然
に
神
が
伝
わ
る
。
神
を
伝
え
る
に
は
必
ず
形
を
以
て
す
る
。
形
と

心
手
と
が
相
渓
ま
っ
て
そ
し
て
相
忘
れ
る
の
は
、
神
が
託
す
と
こ
ろ

で

あ

る

よ

)

と

す

る

の

は

的

確

に

こ

の

問

題

に

対

す
る
態
度
を
表
現
し
て
お
り
、
十
紙
東
坂
の
強
烈
な
一
一
一
口
辞
に
歯
止
め
を

か
け
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
康
有
為
は
、
「
形
神
i

一
の
あ
り
方
と

し
て
、
特
に
「
形
」
の
み
に
重
き
を
窒
く
こ
と
で
「
神
似
」
の
追
求

を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
近
世
」
画
の
範
醇
に
ま
で
下
ら
な

い
六
朝
唐
宋
の
絵
画
に
一
形
一
符
一
の
姿
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

以
上
の
論
述
を
総
合
す
る
と
、
結
局
康
有
為
の
主
張
は
、
極
端
な

「
拍
子
意
」
一
偏
重
を
否
定
し
た
に
止
ど
ま
り
、
文
人
画
理
論
の
形
成
に

そ
の
罪
を
帰
し
た
が
、
「
形
神
」
を
表
現
し
得
る
「
界
国
ー
一
・
「
着
色
」

と
い
っ
た
古
典
的
技
法
論
と
函
の
原
義
解
釈
に
終
始
し
た
と
一
一
一
一
口
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
中
国
絵
画
史
に
於
け
る
画
論
の
偏
り
を
矯
正
す
る
と

い
う
点
に
お
い
て
は
、
不
明
決
な
が
ら
も
あ
る
程
度
の
成
功
を
お
さ

め
た
と
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
、
古
典
的
言
い
回
し
の
剰
窃
、

を
行
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
こ
う
し
た
中
に
も
辛
う
じ
て
康
有
為
の
面
白
躍
如
た
る
論

点
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
度
々
中
国
国
と
の
比
較
対
象
と
し
て
持
ち

出
さ
れ
た
西
洋
絵
画
へ
の
意
識
で
あ
る
。
中
西
の
共
通
点
と
し
て
比

較
の
基
準
に
さ
れ
た
「
形
神
」
は
、
「
形
」
に
対
す
る
理
解
と
、
清

代
に
於
け
る
写
実
(
そ
の
内
容
に
は
、
後
の
写
実
主
義
へ
の
理
解
が

既
に
あ
っ
た
の
だ
が
)
に
対
す
る
認
識
と
が
結
び
付
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
康
'
有
為
の
絵
画
理
論

に
対
す
る
更
に
重
要
な
観
点
と
な
る
。



回

西
洋
画
へ
の
視
点

康
有
為
の
西
洋
画
理
解
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
窺
い

知
る
事
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
宋
闘
を
論
じ
た
康
有
為
は
、

:
至
宋
人
出
而
集
英
成
、
無
餓
不
備
、
無
美
不
議
。
・
・
五
口
偏
遊

欧
美
各
閣
頻
淑
子
其
蜘
一
一
品
院
、
考
其
十
五
紀
前
之
設
、
皆
第
一
柳
章
、

無
少
挺
化
、
若
印
度
突
欧
波
斯
之
官
輩
、
尤
板
滞
無
味
、
自
檎
以
下

企
〈
。
故
論
大
地
高
閣
之
撃
情
出
回
十
五
紀
前
無
有
我
中
図
若
。

宋
人
が
そ
の
(
唐
、
五
函
代
の
精
深
華
妙
の
体
)
成
果
を
集
め

る
に
及
ん
で
、
全
て
の
体
、
全
て
の
美
、
が
備
わ
っ
た
。
・
:
私
は
、

欧
米
各
簡
を
遍
歴
し
、
絶
え
ず
そ
の
美
術
館
を
参
観
し
た
が
、
そ

の
十
五
世
紀
以
前
の
函
は
、
皆
宗
教
画
で
あ
り
、
少
し
の
変
化
も

な
い
。
イ
ン
ド
、
ト
ル
コ
、
ベ
ル
シ
ャ
の
函
が
、
と
り
わ
け
板
滞

無
味
で
、
あ
た
か
も
詩
経
の
檎
風
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
大
地
万
国
の
画
を
論
ず
る
に
、
西
暦
十
五
世
紀
以
前
の

西
方
絵
画
は
、
我
が
中
国
に
及
ぶ
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
中
国
絵
画
が
少
な
く
と
も
十
五
世
紀
ま
で
は
、
世
界
の
絵

画
史
上
に
於
け
る
最
高
の
地
位
を
占
め
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
前

述
の
よ
う
に
形
神
の
あ
り
方
を
六
朝
唐
宋
の
絵
画
に
求
め
た
の
も
、

突
は
、
こ
う
し
た
西
洋
画
と
の
単
純
な
対
比
が
そ
の
根
底
に
考
え
ら

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
写
意
」
の
偏
重
が
招
い
た
中
国
国

の
現
状
が
、
亡
命
中
に
過
眼
し
た
西
洋
厨
に
比
べ
る
と
実
に
劣
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
宋
画
の
優
秀
性
と
い
う
今
日
で

は
ご
く
当
た
り
前
の
事
実
が
、
西
洋
絵
画
と
の
間
に
接
点
を
持
つ
こ

と
に
着
目
し
た
康
有
為
は
、
そ
こ
に
中
国
の
古
典
的
絵
画
理
論
を
投

影
し
て
、
宋
函
の
鼓
吹
と
古
典
的
技
法
の
重
視
に
よ
る
中
国
国
改
良

と
い
う
主
張
に
飛
び
付
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
中
国
絵
画
の

「
形
」
、
「
形
似
ー
一
、
「
写
形
」
と
い
っ
た
概
念
と
、
西
洋
絵
画
に
お
け

る
写
実
主
義
(
リ
ア
リ
ズ
ム
)
と
の
混
同
が
平
然
と
し
て
行
わ
れ
、

西
洋
絵
画
の
理
解
と
し
て
は
、
突
に
お
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

清
末
変
法
論
者
の
頭
目
で
あ
り
、
改
良
主
義
者
と
し
て
の
康
有
為

が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
中
国
絵
画
を
と
ら
え
、
こ
う
し
た
理
論
的
手

順
を
踏
ん
で
中
国
絵
画
史
に
改
良
の
手
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
は
至

極
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
次
の
主
張
に
こ

そ
、
こ
う
し
た
観
点
の
真
意
を
看
取
で
き
る
も
の
と
忠
わ
守
れ
る
。

今
工
一
商
百
器
皆
嘉
子
蓋
、
霊
不
改
選
、
工
一
商
無
可
言
。
此
別
部

以
復
古
篤
更
新
、
海
「
内
識
者
、
蛍
不
河
漢
斯
ノ
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一一一一口耶。今
の
商
工
業
の
は
、
皆
函
を
敷
物
と
し
て
お
り
、
画
に
進

歩
改
良
が
な
け
れ
ば
高
工
業
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
私
の
蔵
画
論
函
の
意
図
で
あ
り
、
復
古
を
も
っ
て
更



新
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
国
内
の
識
者
は
軽
視
し
な
い
よ
う
に
す

べ
き
で
あ
る
。

商
工
業
の
発
展
が
、
絵
画
の
興
廃
と
軌
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
っ

た
、
一
見
荒
唐
無
稽
な
主
張
と
も
取
れ
る
こ
の
見
解
こ
そ
が
、
ま
さ

に
康
有
為
の
画
一
論
全
一
て
を
言
い
尽
く
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
。

む
す
び

次
に
引
用
す
る
一
文
は
、
康
有
為
が
抱
い
た
絵
画
観
が
、
特
に
、

五
回
運
動
前
夜
と
い
っ
た
時
代
、
正
確
に
は
五
四
新
文
化
運
動
の
渦

中
に
於
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を

明
瞭
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

阪
独
秀
(
一
八
七
九
i

一
九
二
回
)
が
、
雑
誌
『
新
青

の
読
者
、
呂
激
の
書
信
に
答
え
て
、
文
学
革
命
な
ら
ぬ
、
「
美

〈
児
)

術
革
命
」
に
つ
い
て
論
じ
た
意
見
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の

主
な
部
分
を
訳
出
し
て
み
よ
う
。

・
:
も
し
、
中
国
函
を
改
良
す
る
つ
も
り
で
あ
る
な
ら
、
先
ず
、

王
画
(
法
的
の
四
王
の
画
)
を
改
革
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
国
函
を

改
良
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
断
じ
て
西
洋
画
の
写
実
の
精
神
を
採

用
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う

な
理
由
に
よ
る
か
と
一
一
一
一
口
う
と
、
例
え
ば
文
学
者
は
、
写
実
主
義
を

l~ll 
ち

用
い
て
こ
そ
は
じ
め
て
古
人
の
技
術
を
採
り
、
自
己
の
天
才
を
発

揮
し
て
古
人
の
文
章
の
写
し
で
は
な
い
自
分
の
文
章
を
作
る
こ
と

が
で
き
る
。
画
家
も
又
、
か
な
ら
ず
写
実
主
義
を
用
い
て
こ
そ
、

自
己
の
天
才
を
発
揮
し
、
古
人
の
巣
に
陥
ら
な
い
自
己
の
画
を
画

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
中
国
国
は
、
両
宋
持
代
の
初
期
、

そ
の
、
人
物
、
禽
獣
、
楼
台
、
花
木
を
描
写
す
る
工
夫
が
、
ま
だ

少
し
ば
か
り
写
実
主
義
と
接
近
し
て
い
た
の
だ
。
学
士
派
(
文
人

画
派
)
よ
り
、
院
画
を
軽
蔑
し
、
専
ら
写
意
を
尊
重
し
て
物
に
似

せ
る
こ
と
を
尚
一
は
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
風
気
は
、
元
末
の
向
山

(
竣
)
、
寅
(
公
望
)
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
、
拐
の
文
ハ
徴
明
)
、

沈
(
周
)
に
よ
っ
て
再
び
唱
え
ら
れ
、
清
朝
の
三
玉
(
王
時
敏
、

主
髪
、
王
翠
?
)
に
至
っ
て
更
に
本
質
が
変
化
、
拡
大
さ
れ
た
。

世
間
で
は
、
王
石
谷
(
王
翠
)
の
画
を
中
国
屈
の
集
大
成
と
言
う

が
、
私
は
、
王
石
谷
の
画
は
、
促
、
葉
、
文
、
沈
等
、
中
国
悪
函

の
総
決
算
で
あ
る
と
思
う
。
:
・
絵
画
は
純
粋
芸
術
作
品
で
あ
一
る

が
、
総
じ
て
創
作
の
天
才
と
描
写
の
技
能
と
の
両
方
が
必
要
で
あ

り
、
芸
術
美
が
表
現
で
き
て
初
め
て
好
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
わ
が
家
に
所
蔵
す
る
王
画
と
過
限
し
た
玉
函
は
二
百

余
件
を
下
ら
な
い
が
、
そ
の
う
ち
「
画
題
」
の
あ
る
も
の
の
十
分

の
一
足
ら
ず
が
、
大
体
皆
「
臨
」
、
「
墓
」
、
「
仇
」
、
「
撫
」
と
い
っ

た
回
大
本
領
を
用
い
て
古
画
を
複
写
し
て
お
り
、
自
ら
創
作
し
た
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の
{//o. 
耳石元

も
の
は
全
く
な
い
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、

画
界
に
残
し
た
最
大
の
恕
影
響
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
主
張
も
、
康
有
為
と
同
じ
く
、
清
初
回
王
派
の
絵

画
に
対
す
る
懐
疑
に
始
ま
り
、
文
人
画
理
論
と
文
人
間
の
慨
は
史
を
正

出
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
康
有
為
と
の
際
立
っ
た
相
違
点

は、

mm
独
秀
、
が
四
王
派
絵
画
の
「
臨
撃
」
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い

る
点
と
、
一
面
論
の
あ
り
方
な
ど
に
言
及
す
る
こ
と
に
拘
泥
せ
ず
、
中

国
絵
画
を
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
芸
術
美
と
し
て
と
ら
え
直
そ
う

と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
絵
画
に
お
け
る
写
実
主
義
に
対
し
て
は
、

一
両
者
と
も
に
明
確
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
一
一
一
一
口
い
難
い
。
だ

が
、
西
洋
画
に
日
を
向
け
な
が
ら
、
結
局
理
論
技
法
と
も
に
復
古
の

(
日
)

一
斗
場
か
ら
改
良
を
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
康
有
為
と
、
西
洋
的

芸
術
の
立
場
を
全
国
的
に
受
け
入
れ
た
革
命
論
者
と
し
て
の
棟
独
秀

の
距
離
は
、
や
は
り
、
明
瞭
に
両
者
の
思
想
的
差
異
を
物
語
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
晩
年
に
至
っ
て
も
、
戊
戊
の
頃
と
少
し
も
変
わ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
改
良
主
義
の
立
場
は
、
絵
画
に
論
及
し
て
も
な
お

色
濃
く
そ
の
影
を
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

、注(
1
)

竹
内
弘
行
氏
は
、
「
後
期
康
有
為
論
」
(
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

共
同
研
究
報
告
づ
五
四
運
動
の
研
究
』
第
四
函
第
十
四
、
同
朋
舎
、
一
九

八
七
年
)
に
お
い
て
、
一
九
一
七
年
以
降
の
康
有
為
が
、
一
、
著
述
活

動
、
二
、
実
業
活
動
、
一
二
、
虚
君
共
和
制
、
孔
教
論
の
振
興
と
い
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
を
通
し
て
、
五
回
運
動
に
満
腔
の
支
持
を
与
え
て
い
た
こ

と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

(

2

)

『
高
木
草
堂
蔵
笠
自
』
の
手
稿
は
、
現
在
康
問
復
、
落
叔
現
の
二
氏

に
よ
っ
て
珍
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
『
康
有
為
先
生
患
一
法
』
(
中
州
警

商
社
、
一
九
八
三
年
〉
に
依
っ
た
。

(

3

)

馬
洪
林
『
康
有
為
大
伝
』
(
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
〉
五

一¥
4
¥

一14

、。

」
/
」
ノ
で
I
Y

(
4
〉
『
一
四
功
叢
稿
』
(
中
筆
書
局
、
一
九
八
一
年
)
三
二
八
頁
。
啓
功
氏
は
、

康
有
為
の
絵
画
蒐
集
が
、
院
作
と
知
っ
た
上
で
の
も
の
で
あ
っ
た
事
を
述

べ
、
万
木
草
堂
の
収
蔵
品
が
ほ
と
ん
ど
こ
う
し
た
類
い
の
も
の
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

老
外
「
北
京
琉
璃
廠
歴
史
話
雑
綴
」
(
『
文
物
』
一
九
六
一
年
第
二
期
〉

は
、
山
中
国
末
氏
初
の
中
国
文
物
海
外
流
出
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
c

こ
れ
に
依
る
と
、
骨
董
商
の
暗
躍
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
中
国

人
が
名
品
に
接
す
る
機
会
な
ど
な
か
っ
た
と
い
う
。

(
6
)

康
有
為
は
、
銭
舜
挙
の
画
四
ロ
仰
を
、
全
て
宋
一
面
と
し
て
一
記
載
し
て
い

る
が
、
銭
選
は
、
一
克
初
、
「
呉
輿
八
佼
」
に
も
列
せ
ら
れ
、
一
克
代
に
活
躍

し
た
画
家
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
元
画
と
し
て
載
せ
た
。

(

7

)

公
孫
樹
「
康
有
為
与
劉
海
菜
ー
一
(
香
港
『
大
公
報
』
一
九
八
一
年
十

一
一
月
一
、
二
日
)
は
、
康
有
為
晩
年
の
絵
画
に
対
す
る
興
味
を
伝
え
て
い

る
。
二
人
の
交
遊
の
中
で
、
収
蔵
画
を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
話
題
が
元
の
呉

鎮
(
件
ヰ
エ
)
に
及
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
又
、
一
海
莱
近
作
』
(
民
間

十
七
年
出
版
〉
に
序
文
を
題
し
、
そ
の
中
で
も
「
:
・
海
莱
既
以
西
酒
名
、
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近
多
用
力
於
中
画
、
・
:
深
有
得
於
梅
花
道
人
。
色
白
従
雨
宋
大
家
精
深
翠

妙
処
成
就
之
、
別
継
郎
世
寧
開
新
派
、
合
中
西
之
妙
為
大
家
奈
ot
一
と
、

宋
画
、
郎
世
寧
と
並
ん
で
、
梅
花
道
人
〈
呉
鎮
)
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

(
8
〉
馬
洪
林
司
康
有
為
大
伝
b

五
一
九
頁
。

(
9
〉
古
原
宏
伸
『
画
論
』
(
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
三
年
〉
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

(
叩
〉
『
尚
書
』
「
盆
稜
」
に
は
、
「
子
欲
観
古
人
JL
象
、
日
月
星
辰
山
穣
華

議
、
作
愈
宗
務
。
藻
火
粉
米
縞
織
稀
繍
。
以
五
采
彰
施
子
五
色
作
版
。
'
一

と
あ
る
。
康
有
為
が
「
服
」
を
「
給
」
と
し
て
い
る
の
は
、
『
尚
喜
』
「
孔

安
国
伝
」
が
、
「
作
曾
宗
務
一
に
注
し
て
、
「
曾
采
也
。
以
五
采
成
此
蜜
駕
」

「
稗
文
一
に
「
曾
初
釣
反
。
馬
鄭
作
給
」
と
す
る
、
馬
敵
、
鄭
玄
説
に
依

っ
て
附
会
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
「
絡
事
後
紫
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
康
有
為
は
、
三
笠
間
注
』
(
『
高
木

草
堂
殻
書
』
所
収
、
東
洋
文
庫
蔵
〉
に
、
「
:
・
後
索
後
子
素
也
。
考
工
一
記

日
給
翠
之
事
後
一
一
系
功
、
又
臼
霊
檎
之
事
雑
五
采
、
諮
先
以
粉
地
借
用
質
雨
後

施
五
采
、
猶
人
有
美
質
然
後
可
加
文
飾
0

・
:
」
と
し
て
お
り
、
基
本
的
に

は
、
朱
一
千
『
論
一
品
川
集
注
』
の
解
釈
「
絵
の
事
は
素
よ
り
後
に
す
。
」
を
取

っ
て
い
る
。

(
ロ
)
『
新
青
年
』
第
六
巻
第
一
号
所
載
。

〈m
M
)

向
達
「
明
靖
之
際
中
国
美
術
一
助
受
西
洋
之
影
響
」
(
『
東
方
雑
誌
』
第

二
十
七
巻
第
一
号
)
は
、
康
有
為
の
踊
論
が
、
未
来
の
新
し
い
中
国
画
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
西
洋
画
と
の
融
合
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た
こ
と
を

評
備
し
て
い
る
。
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